






大阪府障がい者自立支援協議会地域支援推進部会
令和６年度第２回
基盤整備促進ワーキンググループ












日時：令和７年１月27日（月）14時～
場所：大阪赤十字会館402会議室



日　　時：令和７年１月27日（月）午後２時～４時
場　　所：大阪赤十字会館 ４０２会議室
出席委員：北村委員、齋藤委員、谷口委員（ＷＧ長）、橋本委員、原田委員
〔五十音順〕

○事務局
　お待たせいたしました。 それでは、定刻となりましたので、ただ今より、「令和６年度大阪府障がい者自立支援協議会地域支援推進部会第２回基盤整備促進ワーキンググループ」を開催させていただきます。
　委員の皆さま方におかれましては、ご多忙のところ、ご出席を賜りまして、誠にありがとうございます。
　本日は、議事録等作成のため、この会議の録音をさせていただきますので、あらかじめご了承願います。
　会議の開会に先立ち、大阪府福祉部障がい福祉室生活基盤推進課長よりご挨拶いたします。

○生活基盤推進課長
　皆さん、こんにちは。よろしくお願いいたします。
　本日は、何かとお忙しい中ご出席を賜りまして、本当にありがとうございます。
　また、日頃より、大阪府の障がい福祉行政の推進にご理解、ご協力を賜りまして、重ねて御礼申し上げます。ありがとうございます。
　さて、本ワーキンググループですが、昨年７月に第１回を開催し、皆さまに参加いただき、様々なご議論、ご意見をいただきまして、ありがとうございました。
　そのときに議題になっておりました、施設入所の待機者の実態調査につきましては、皆さま方からいただきましたご意見を参考に反映いたしまして、昨年７月末に全市町村へ照会をさせていただいており、現在、最終の取りまとめ段階に入っているところでございます。今回は、大阪市も含め、全市町村から回答をいただいているところです。
　それから、もう一つ、他の地域移行に関する各種の事業、これにつきましても、皆さま方のご議論を踏まえまして、取組みの方向性とか、具体的な取組み内容について検討し、今年度の事業に活用させていただいております。
　それから来年度に向けて、現在、来年度当初の予算要求を行っているところでございます。
　この後、事務局から、今年度の取組状況を説明させていただいた後、またご意見を賜りたいと思っておりますので、よろしくお願いいたします。
　それから、もう一つ、議題の二つ目のところに、入所施設利用者への意向調査ということを記載しております。こちらは、次期の第８期大阪府障がい福祉計画をこれから策定していくわけなのですが、毎回、計画策定にあたっては、この意向調査を実施しまして、その調査結果を踏まえて計画づくりをしているというところでございまして、こちらの内容につきましても、ぜひご意見を賜りたいと思っておりますので、どうぞよろしくお願いしたいと思います。
　それでは、本日も、皆さまには、活発なご議論、忌憚のないご意見を賜りたいと思っておりますので、最後まで、どうぞよろしくお願いいたします。

○事務局
　それでは、本日ご出席の委員の皆さまを、ワーキンググループ長のご紹介に続いて、委員指名の五十音順でご紹介させていただきます。
　関西福祉大学社会福祉学部　教授　谷口ワーキンググループ長です。
　一般社団法人大阪知的障害者福祉協会　副会長・相談支援部会長　北村委員です。
　堺市健康福祉局　障害福祉部　障害施策推進課　課長補佐　齋藤委員です。
　社会福祉法人大阪自彊館　障害者支援施設いまみや　施設長　橋本委員です。
　社会福祉法人大阪手をつなぐ育成会　ホームズい～な・ホームズみのお　所長　原田委員です。
　特定非営利活動法人サポートグループほわほわの会　代表理事　宮﨑委員につきましては、本日は欠席と伺っております。
　本日は、委員数６名のうち５名の委員に出席いただいております。過半数の委員にご出席いただいておりますので、参考資料２「基盤整備促進ワーキンググループ運営要綱」の第５条第２項の規定により、会議が有効に成立しておりますことを報告させていただきます。
　次に、お配りしております資料の確認をさせていただきます。
　「次第」、
　資料１－１「令和６年度基盤整備促進ワーキンググループ検討項目」、
　資料１－２「令和６年度基盤整備促進ワーキンググループスケジュール」、
　資料２「大阪府重度障がい者グループホーム等整備事業費補助金」、
　資料３－１「令和６年度大阪府重度知的障がい者地域生活支援体制整備事業（コンサルテーション事業）及び令和６年度大阪府地域生活推進事業費補助金」、
　資料３－２「令和７年度大阪府地域生活推進事業費補助金」、
　資料４「地域生活支援拠点等の充実・強化について」、
　資料５「令和６年度入所施設利用者への意向調査について」、
　参考資料１「地域支援推進部会運営要綱」、
　参考資料２「基盤整備促進ワーキンググループ運営要綱」、
　参考資料３「委員名簿」、以上となります。過不足等はございませんでしょうか。
　なお、大阪府においては、「会議の公開に関する指針」を定めており、本指針に基づき、本ワーキンググループも原則として公開としております。
　また、配付資料とともに、委員の皆さまの発言内容を、そのまま議事録として府のホームページで公開する予定にしております。
　ただし、委員名は記載いたしません。あらかじめご了承いただきますようお願いします。
　それでは、これからの議事進行につきましては、ワーキンググループ長にお願いいたします。

○ＷＧ長
　それでは、よろしくお願いいたします。早速ですが、議題（１）に入ってまいりたいと思いますが、令和５年度より、このワーキンググループでは、大阪府障がい者自立支援協議会から発出された報告書について、検討項目として、入所時、あるいは入所中等の地域移行に向けた働きかけ、あるいは障がい者支援施設等の支援環境の整備、さらには地域生活支援拠点等の充実・強化について、現在の取組みとか施策の方向について議論をいただいたところです。
　７月に開催した令和６年度の第１回のワーキンググループでは、令和５年度から実施されている「施設入所の待機者に関する実態調査」の令和６年度の調査項目について、様々なご意見をいただくとともに、令和６年度からの新規事業である「地域生活推進事業費補助金」も含めまして、大変参考となるご意見を頂戴したところでございます。
　今日も、ぜひ活発なご議論をお願いしたいと思います。
　それでは、まず、今年度の取組みの方向性について、令和６年度の検討内容及びスケジュールにつきまして、事務局から説明をお願いいたします。

○事務局
　よろしくお願いします。では、お手元の資料１－１「令和６年度基盤整備促進ワーキンググループ検討項目」をご覧ください。
　当基盤整備促進ワーキンググループでは、報告書「地域における障がい者等への支援体制について」における多岐に渡る提言内容について、今、お話しいただきました、２列目にある「項目」の欄ですが、こちらに、入所時、入所中等の地域移行に向けた働き掛けなど、三つの検討項目を設定し、現在の取組み状況や今後の方向性について整理し、ご意見等をいただいています。
　ただ、３列目、「現在の取組み」の欄にありますように、検討項目①「入所時、入所中等の地域移行に向けた働き掛け」と検討項目②「障がい者支援施設等の支援環境の整備」は一体となっており、実際に取り組んでいる施策においては、この二つをはっきり分類するものではなく、両方にかかる施策として実施しているため、この２項目をあわせてご報告し、ご意見をいただきたいと思っています。
　この後の流れとしては、議題１として、検討項目①と検討項目②にかかる施策について、現在の取組み及び今後の施策の方向性についてあわせて説明させていただき、その次に検討項目③「地域生活支援拠点等の充実・強化」について説明させていただきます。
　その後、議題２として、「入所施設利用者への意向調査」についてご説明いたします。これについては、説明がありましたとおり、大阪府障がい福祉計画においても最重点施策として掲げている「入所施設からの地域生活移行について」、これは、施設入所者の意向に基づいて地域移行の支援を実施することが重要であることから、施設入所者の暮らしに関する意向調査を定期的に実施し、地域生活への移行を推進するうえでの基礎資料とするものです。
　本調査は、２月の実施を予定しており、調査項目等についてご意見をいただきたいと思っています。
　では、次の資料１－２「令和６年度基盤整備促進ワーキンググループのスケジュール」をご覧ください。
　本日ご議論いただき、皆さまのご意見も踏まえまして、２月に「入所施設者への意向調査」を、府内障がい者支援施設に発出します。
　また、その他施策にかかるご意見については、本日のご議論後、整理をし、次年度も含めた今後の施策に反映していきたいと考えています。
　また、備考欄にあるように、３月開催予定の地域支援推進部会及び自立支援協議会にて、本ワーキンググループの報告を予定しています。以上です。

○ＷＧ長
　ありがとうございました。まずは、大きな進め方の説明であったかと思うのですけれども。ここまでのところで、特に何かご質問やご意見はございませんでしょうか。
　議題（２）になるかと思うのですが、施設入所者の利用意向調査の項目検討は、この部会で意見があれば、そのまま、修正して発出するというか、他の部会は、特にこの調査項目の検討はしないということでしょうか、それは、非常に重い意味があるのかなと思うのですけれど。

○事務局
　そうですね。基盤整備促進ワーキンググループでご意見をいただきまして、一応最終的には大阪府で、そのご意見を踏まえて調査項目を整理して発出をかけていきますので、特に他の部会でというようなことはありません。

○ＷＧ長
　かつ、あれですね、２月に実施だから、とてもタイトな中なので、今日は、どちらかというと、ここが結構中心になろうかと思いますので、よろしくお願いします。
　これは後の話なのですが、それ以外の議題（１）（２）とかの全体の進め方は大丈夫ですか。それでは、引き続いて、また事務局より、検討項目の①と②の説明をよろしくお願いいたします。
○事務局
　では、まず、「令和６年度の施設入所の待機者に関する実態調査」についてですが、こちらは、第１回基盤整備促進ワーキンググループにて、皆さまにご議論いただき、令和６年７月に発出しています。
　令和５年度は、大阪市が待機者数に入っていなかったのですが、今年度は回答をいただき、詳細の確認及び分析を行っているところで、この場での調査結果のご報告はできないのですが、取りまとめ次第、ご報告させていただきたいと思っています。
　次に、資料２「大阪府重度障がい者クループホーム等整備事業費補助金」をご覧ください。
　こちらは、地域移行をより推進していく観点から、重度障がい者の地域生活を支援するグループホーム、短期入所事業所を拡充するため、事業者に対して、障がい支援区分５以上の方の受入れに必要な環境整備にかかる費用を助成するため、令和５年度から実施しています。
　令和６年度の実績としては、協議申請が17件あり、交付決定が14件、そのうち、グループホームが６件、短期入所が８件となっています。
　真ん中下段あたりの表に、令和５年度からの改修実績例をまとめたものを表にしています。大きく分類すると、聴覚過敏があったり突発的に大声を出す方の受入れのための居室や窓などの防音工事、壁や窓を叩く、壁紙を剥がすといった方の受入れのための壁のクッション材質加工や補強加工、手足の不自由、歩行の難しさがある方の受入れのための手すりの設置や段差解消の工事、体の不自由やトイレの動作困難な方の受入れのためのトイレの改修、拡張工事、その他、突発的な行動がある方の受入れのための窓の落下防止フェンス設置、日光によるてんかん発作がある方のための窓のシーリング、失便や弄便がある方のための防水処理工事などがありました。
　第１回ワーキンググループで、改修の効果について広く横展開すべきとのご意見も踏まえ、改修前後の写真やその効果を記載する様式を各事業所に作成してもらい、大阪府ホームページに公開することとしています。令和７年度については、2,520万円の予算要求をしています。
　このまま続けて資料の説明をさせていただきます。資料３－１をご覧ください。
　上の段に、「令和６年度大阪府重度知的障がい者地域生活支援体制整備事業（コンサルテーション事業）」について記載しています。
　こちらは、重度知的障がいのある方に対応可能な支援スキルを持つ法人を増やし、重度知的障がい者の地域での生活を支える体制を整備することを目的に、先駆的に取り組む法人によるコンサルテーションなどを通して、重度知的障がい者の方に対応可能な６法人を養成するものです。
　令和６年度は、予定どおり３年目にあたる４法人の事業を継続しており、今年度については、この４法人が所在する各地域においても取組みの実践報告会を開催し、地域の事業所とのつながりを構築する取組みを行っています。
　また、既に修了された法人についても、各地域で実践報告会を開催したり、地域の他事業所への助言を行ったりしています。
　今年度でこの事業が終了となるため、第１回基盤整備促進ワーキンググループでは、地域への支援の拡大に向けて貴重なご意見をいただきました。それも踏まえ、令和７年度の方向性については、この後ご説明します。
　次に、資料下段の「令和６年度大阪府地域生活推進事業費補助金」についてご説明します。
　こちらは、令和６年度から新規事業として、地域生活推進、つまり地域生活の継続及び地域移行に向けた施設及びグループホームなどの意識醸成を図り、取組みを進めるための普及啓発事業や、施設や地域の事業所などの連携ネットワークの構築による地域生活推進の実践に取り組むモデル事業、これらを実施する法人等を支援することにより、令和６年度から令和８年度の３か年で、府内における地域生活推進の気運を上昇し、取組みの横展開と底上げを図るものとなります。
　こちらは、公募のうえ、一般社団法人大阪知的障害者福祉協会に補助対象事業者を決定し、令和６年６月より事業を進めています。
　令和６年度の事業として、地域生活推進の意識醸成を図る普及啓発事業では、障がい者本人を主体とする生活のあり方の検証を行うため、意思決定支援の重要性に着目した取組みができるような意識改革、意識醸成を目的とした事業の実施として、入所施設、グループホーム、相談支援事業所に対してのアンケート調査及び分析、地域における障がい者本人の主体的な暮らしを映像化した動画の作成、普及啓発活動及び意思決定支援についての職員研修を進めているところです。
　事業所連携による地域生活推進の実践モデル事業では、事業者の支援力向上を狙いとして、地域移行における段階ごとのアプローチについて関係機関等の連携の仕組みを構築し、その実践を発信するモデル事業の実施として、事業所から募集したケースについて、地域移行を進めていくうえでの各段階におけるアプローチをモデル的に実践しているところです。
　このような今年度の取組みを踏まえ、「令和７年度大阪府地域生活推進事業費補助金」についてご説明します。資料３－２をご覧ください。
　予算額や補助率などは今年度と同様で、補助上限額も1,000万円となっています。
　公募する事業内容も、地域生活推進の意識醸成を図る普及啓発事業、事業連携による地域生活推進の実践モデル事業、これらを一体的に実施する法人を公募します。
　令和７年度に公募する内容として、「①地域生活推進の意識醸成を図る普及啓発事業」では、地域生活の継続、障がい者支援施設等からの地域移行の推進に向けて、障がいのある方の地域生活の様子を各事業所や本人・家族が共通してイメージできるよう、また、支援者間で連携できる仕組み作りにつながるよう、本人、ご家族の実情や不安などを踏まえたうえで、地域生活の体験などの具体的取組みを含めた意識醸成のための普及啓発事業としています。
　資料の太字部分ですが、本人やご家族の不安などに対するアプローチも含めたものとし、また、地域生活の体験という具体的取組みを含めるものを想定しています。
　「②事業所連携による地域生活推進の実践モデル事業」では、一つは、障がい者支援施設をはじめとする地域の事業所がネットワークを構築し、入所待機者や施設入所者などを対象に、地域生活のイメージを持っていない方への意識醸成を含めた本人の意思決定のための段階的アプローチを通して、個々の障がい者が希望する多様な地域生活の形に応じた支援を、府内において広く実践するモデル事業としています。
　今年度、実践に取り組んできたことを踏まえ、さらに府内において広く実践する取組みとします。
　また、二つ目として、地域の事業所の支援力などを底上げするとともに、障がい者の地域生活を支えるために事業所間が相談し合える体制の構築を図るため、大阪府重度知的障がい者地域生活支援体制整備事業の参加法人と連携し、圏域などにおいて事業所等に向けた取組みにより、障がい者の地域生活推進にあたり必要となる事業所の知識及び技術を向上し、事業所間が連携して障がい者の地域生活を支える体制構築を図る連携強化事業としています。
　先述した大阪府重度知的障がい者地域生活支援体制整備事業、いわゆるコンサルテーション事業について、その参加法人と連携して支援を地域に普及する取組みを行うことを、公募内容の条件とし、事業に組み込むことで、参加法人による地域に向けた支援が展開されることを想定しています。以上になります。

　○ＷＧ長
　ありがとうございました。それでは、ここからは、我々委員の中での意見交換をしてまいりたいと思うのですけれども。
　まず、説明がありましたとおり、待機者調査については、まだ取りまとめということですので、それがある程度判明次第ということかと思います。
　従って、今、説明がありましたうちの一つ目、「大阪府重度障がい者グループホーム等整備事業費補助金」につきまして、何かお気づきの点等はございますでしょうか。
　ざっくりと言うと、令和６年度と比べて、令和７年度は要求額は増えていますよね。
　これ、大阪府はあれですか、３月に、いわゆる議会で確定するということですね。

○事務局
　はい。令和７年度の当初予算については要求中で、２月議会が３月中旬に終わりますので、その議会で承認されて初めて予算が付くということになります。

○ＷＧ長
　特に今のところは、内部の要求の中で削られたとか、そういうことはなく、今、この額での要求になっていると。

○事務局
　はい。2,520万円で、今年度より拡充して要求させていただきました。

○ＷＧ長
　はい。いかがでしょうか。実際、実績での内容等も踏まえて、これが本当に事業目的に資する形で展開されているのか、そういった点も含めてご意見はございますでしょうか。

○委員
　今回、14件のうち、短期入所が８件、この短期入所はあれですか、入所施設の短期入所なのか、例えば、グループホームの併設の短期入所なのか、もし、そういう詳細がわかれば教えていただければなと思うのですが。

○事務局
　入所施設の短期入所はありません、単独型とグループホームの併設型になっています。その内訳は、また確認をさせていただきます。

○ＷＧ長
　改修内容を見たら、手すりとかトイレなどを除いたら、比較的知的障がいの方、あるいは精神障がい等で非常に行動上のという部分に対応した改修内容ですので、その意味では、「重度障がいのある方の」という目的にはそぐうかなとは思いますね。
　グループホームの整備補助金、件数としては、このように出てきていますし、ほぼ予算も満額執行に近い形ですか。

○事務局
　交付決定額なのですが、1,700万円程度となっています。

○ＷＧ長
　なるほどね。これを踏まえてということで、令和７年度も要求していただいているということで。では、これは、この方向でということで了承いただいてよろしいでしょうか。
　続きまして、「大阪府地域生活推進事業費補助金」なのですが、最初の事務局からの説明にありましたとおり、コンサルテーション事業が今年度で終了する。それに対して、「いや。これはもったいないよね」とかというご意見もあったかと思うのですけれども。
　ただ今の説明では、決して完全に終わってしまうのではなく、これを活かして、令和７年度の事業に組み込むという形での説明ではあったかと思うのですけれども。このあたりも併せて、地域生活推進事業費補助金について、ご意見があれば頂戴したいと思うのですが、いかがでしょうか。
○委員
　報告になりますけれども。今年度の６月から、当協会でこの事業を進めております。
　現在、ちょうど２月１日の土曜日に会議があって、そこに調査結果から分析をしていくという話をするところです。資料が膨大すぎて、僕も、まだ100％目を通せたかと言われると、なかなかの量なので、しんどいなと思っているのですけれど。
　やはり集まりはそんなによくなかったです。入所はほぼ集まっているのですが、グループホームは大阪府内で１割程度ぐらいで、相談は１割５分ぐらいかなという。出していただいているところは、やはり自由記述の意見などは、すごいいい意見が出ているので、よくよく参考にしながら。
　今、アンケートとしてはそういう状態で、これが、３月末までに、どのような状態で成果物としてできるかというところと、結局、これをどう活かしていくかというところに、今、取りかかっているところです。
　映像については、グループホームで楽しく生活されている方のイメージみたいなものを中心で作らせていただいていて、当事者の方、ご家族の方、職員が見てわかりやすいものにということでイメージをして作っているのですが、まだ全く映像が、まだ絵コンテの状態で動画になっている状態ではないので、「どうなっているのかは、見てのお楽しみ」という状態です。
　モデル事業については、細かい段階的なアプローチと、やはり意思決定支援、意思決定なのかどうかという、今、ちょっと引っかかりがいろいろあるので、自己決定を促すためにということがベースなのかなと。
　本人のいろいろな選択肢の中の、決定する中の、経験のない中での決定はないだろうという話で、まずは経験をしていただくというところに、いわゆるちょっとしたお金、お金というか、インセンティブを付けないとやっていただけない。
　入所施設、たぶん分析結果が出てくると思うのですが、まだまだ地域に出せる状態ではないというイメージをお持ちの方が、やはりまだまだ多いので、そこをどう塗り換えていくのか。もう塗り換えないといけないところまで来ているのかなという気がしますので、丁寧にやればいいのではないかというもののモデルを、今、モデルの中のモデルを作っている感じ、検証モデルを作っているところです。
　それと、意思決定支援という部分では、協会としても意思決定支援の研修をしますが、この推進事業としても、３月にまた研修をさせていただいて、広く皆さんに参加いただけたらなと、今、計画をしているところです。
　結果として、できれば、協会としましては、強度行動障がいの支援の部会は作りにくいのですが、委員会は作っていけるのではないかという議論に、今、なっているところです。進捗状況としてはそういう感じです。


○ＷＧ長
　ありがとうございました。報告書を楽しみにしています。他、いかがですか。どんなところでも結構です。
　私からの質問というか、お願いというか、今年度で終了するコンサルテーション事業ですが、これで、本当に強度行動障がいのパイロット施設ができて、実際、今、資料にあるような各地で研修とかも展開されたりしているということなので、そういった施設からの報告書というと、ちょっと向こうも負担になると思うので、「こんな成果があったよ」とか、「こういうことをやっているよ」とか、そういう実績をお示しすることができれば、他の施設や圏域にとってもいいかなと思うのですが、そういったあたりは、また聞き取られるご予定ですか。

○事務局
　今、コンサルテーション事業では、実践報告会と言いまして、コンサル事業に参加されている法人に、支援の内容とかを報告会という形で、地域の方たちに、今、年に１回、全体でやっているのと、それと併せて、修了法人とか、今年度でしたら修了予定の４法人が、今回、自分の市域、もしくは、南部でしたら、２法人が一緒に泉南地区で広く事業者に働きかけて実践報告会をさせていただいているのが、それが、いわゆる報告書というか、成果としては、そういった実践報告会を展開していただいているところです。
　大阪府としては、今、まさにコンサル法人が、そういった地域展開を実際にしてくださっているのですが、やはりこれを府内に広げていきたいという思いがありまして、地域生活推進事業費補助金の中で、実際にコンサル法人と連携していただいて、例えば、コンサルテーションをしていただく実践例などを地域の事業者に見ていただいて、「難しい支援でも、こういう風にコンサルテーションを受けて支援していけば、重度の方でも地域で生活できるんだ」とか、そういったところがプロセスとして見えるような実践報告会であったり、事例検討会であったり、また、そうして地域の事業者の方に参加いただくことで、皆さんが顔見知りになって、そこで顔がつながっていって、実際に難しい支援とかを相談し合えるような、そういった連携ができていけるような仕組みになっていってほしいということで、こういった具体的な仕組みについて提案をいただきたいと考えています。

○ＷＧ長
　ありがとうございます。そうしたら、令和７年度は、今、説明があった中で、確かコンサルテーション事業が絡んでいるところが一つの条件になってくるとかになると、来年度に応募してくるところというのは、当該法人、あるいは当該法人と連携した事業体という形での提案が、ある意味、望ましいかなみたいな。


○事務局
　そうですね。一つの条件として、大阪府は、やはりここまで進めてきたコンサルテーション事業ですので、この法人たちと連携して地域で展開していただくという体制整備、構築のところをやっていただくと。
　もちろん地域の中には、コンサルテーションを受けた法人だけではなくて、もっと支援力のある法人もいらっしゃるかもしれないので、そういったところも含めて、全体で地域の支援力の底上げをしていただくような提案をしていただければと思っています。

○ＷＧ長
　そういう促しがあるような補助金というのは非常に有効かなと思いますね。それを通じて連携を密にしていくことができれば、本当にそれに越したことはないので。
　他、どうでしょう。今、令和６年度の事業を踏まえたということでの令和７年度の部分について、ご意見、あるいはご要望等はございませんでしょうか。

○委員
　うちは、コンサルを受けた法人という形で、モデルからやっていて、今年が最後なのですが、５年間ぐらいやっているのです。
　コロナがあって、なかなか遅々として進まなかった時期があったので、逆にいうと、長くしていただいた分、よかったなと思っているのですけれど。
　当然、うち、めちゃめちゃ支援力が上がったかというと、そんなことはないのです。そんな一挙に上がるのだったら、それは恐ろしい話で、そうではないのですけれど。
　やはりやることの意味とか意義というのはあって、うちは、ほかの法人に比べて大きな法人ではありませんので、トータルで４億5,000万円ぐらいの小さな法人ですが、そういうところでもやっていくことができるという証明はしていかないといけないのだろうなという、大きい法人だからできるとか、そういうものではない。
　やる気とか根気とかという意味もあるのですが、やはりきちんとご利用者さんとの向き合い方みたいなのを学ばせていただくだけで、それは、規模でもなければ、当然、人の質というのは問われてくるのでしょうが、やはり法人を司っている方が、その意識を持つか持たないかというところに、最終、つながるのだなというのが、今回、長いことさせていただいて、何となくわかったことで、それによって、職員が育ってきているというのは間違いない部分なので、そこをメリットとして事業者が思っていただけるようになれば、たぶん今後もつながっていけるのかなということと、やはり圏域でやらないといけないというのは、遠くなればなるほど連携がしにくいので、やはり地域で暮らすということは、利用者さんにとっても地域は、自分が育った地域があるので、やはりそこでそれぞれが、支援者も育っていかないといけないということはよく気付いたことですので、これをうまく活用できたらなと思っています。以上です。
○ＷＧ長
　ありがとうございました。他、いかがでしょうか。

○委員
　令和７年度の一番下の四角ですが、「地域の事業所の支援力の底上げとともに」というところがあると思うのですけれど。やはり今年度も何箇所かのグループホームが、特に株式会社ですが、閉鎖しているというのは、ちょっと耳に入ってきていまして、昨年度も閉鎖しているという報告をさせていただいたのですけれど。
　ここで、支援力等の底上げというところもあれば、社会福祉法人とかＮＰＯだけではなくて、株式会社が参入して思いもあるところもあるかもしれないので、支援の部分もすごく大事なのですが、運営の仕方みたいなところもあわせて連携していただけたら、運営ができたら裾野が広がるというか、事業所が続いていけば、どんどん増えていけば、それこそ入居する場所が増えるということにつながると思うので、ぜひそこもお願いできたらなと思います。

○ＷＧ長
　ありがとうございました。非常に大事なというか、その意味でも、どうなのでしょうか、事業の連携だけではなくて、いわゆる経営的な側面というか、そういうところで何か、その何かというのは、僕もちょっとわからないのですけれども。
　実際、船をつなぎ合わせて有効なというのはやはりあったりするのですが、このあたりは、大阪府で、何かいい知恵はないですか。

○事務局
　今、運営の方をおっしゃっていたので、なかなかここは難しい部分かとは思うのですけれども、おっしゃったように、事業所が支援を高めたりとか運営をしていくというところで、やはり大事なのはトップなのかと、やはりトップの意識というのは必要なのかなというのは、いろいろなところでご意見を伺うので。
　人材育成にしても、何にしても、トップの意識を変えていかなければいけないということは、いろいろなところでご意見として受けていますので、こういったところの事業所の支援をしている人たちだけではなくて、本当はトップの意識から変えていくような意識啓発をしながら、さらに事業所の支援も上げていくというような、そういったところが、今度の事業費補助金の中で取り組んでいけたらとは思います。
　運営の部分とか、経営の部分と言われると、なかなかそこに有効な手立てというところは、すぐにはお答えできないのですけれども。
　ただ、一つ、府として思っているのは、やはり現場で働いている支援員さんたちのトップの方たちの、経営される経営陣の意識とか、理念とかを持っていただきながら、運営していただきたいなというところをちょっと考えています。

○ＷＧ長
　そうですね。支援力の底上げというのは、いったいどういうことを担保したら達成できるのかと思ったら、非常に直感的な言い方で申し訳ないですが、三つかなと。
　一つ目は、もう現金です、いわゆる報酬をどーんと。ただ、まだ質が伴っていないのに、報酬を上げて解決するのかという部分もあるでしょう。
　二つ目というのは、やはり「ゆとり」というのですか、支援のゆとりというか、支援力が伴っていないと、どうしても一つのことをやるのに時間がかかって、それが焦りになってみたいな、そういうところはあると。
　これに関しては、この地域生活の事業費補助金で上げていくというか、自分にそのスキルが付いてくれば、ある意味、仕事が楽しくなるというと言い方は悪いですが、見立てが立てられるというのは大きいかなと思いますね。
　三つ目は、今、事務局がおっしゃったように、やはり誇りですかね、「自分はここで働いている」というか。
　じゃあ従事者の方が、「自分はこんな素晴らしい法人で働かせてもらっている」という誇りを抱けるのかというと、これは誰が担うのかというと、やはり理事長なり経営者なりが、自分の事業所の理念をきちんと伝えるというか。
　非常に卑近な例ですが、私が住んでいるすぐ近くの高齢者の施設ですが、職員さんが、その施設の理念を、もうほぼ全員が知っています。それで、こんな素晴らしい法人で働けていると。それが何に現れているかというと、離職率に現れているのです。離職率がめちゃめちゃ低い。
　そうしたら、育っていくというか、ＯＪＴもしっかりしているので、３年、５年経ったら、本当に素晴らしい職員が育っているというか、その原動力は誇りというか、こんな素晴らしいというか。
　その意味では、経営者は確かに大事ですよね。そこに、障がい福祉に携わるというのは、どれだけ大事かというのを理解してもらえるといいですよね。
他、いかがですか。最近、意思決定というのがすごく、結局は、もう全てかなと思いますね。それも一つかなと思うのです。
　これも他県の話なのですけれど。今、他県では、知的障害者施設協会が、今年度ではちょっと間に合わないかもわからないけれど、来年度の前半までの間に、意思決定支援のガイドラインの県版というか、100ページに近い形で、チェックリストやフローとかという形で、わかるようなものを作ろうとしているのですけれど。
　その議論の中で何が出てきたかというと、今、意思決定をどうするとか、虐待防止をどうするとか、ばらばらに感じられているようなところが、結果的には、「意思決定がめっちゃ大事なんだ」ということがわかれば、全部につながっていくなというか。
　もっと言えば、特にこれは知的障がいのところなのでしょうが、相手にきちんと意思があるのだということが、従事者に認識されれば、意思がある相手に対して、例えば、虐待をしてみたり、不適切な扱いをしてみたりということが、ある意味、あるはずがないというか、そこに全部つながるなという意見になっています。
　だから、結局は、ここを徹底的に押していかないといけないのではないかというような意見があります。
　その意味では、今回、大阪知的障害者福祉協会を中心にされている意思決定をというようなところは、ぜひ全面に押していただければと思うのですけれど。

○委員
　意思決定というのは、元々われわれ、もう40年近くこういう方たちに関わって、当たり前にやっているはずなのに、今更、「これをやりなさい」みたいなことを、言われているところには原因があってというのが、どこに原因があるかというと、虐待があるから意思決定があるわけでもなければ、たぶんですが、やはり障がいのある方にスポットというか、何か当たっていないのですよね。仕事をしている人が、われわれ支援者が、仕事としてやっているだけなので、そうなってしまったんだなみたいなところは、もう私は常々言っている。2000年から潰れていると私は思っているので、この24年間はそうだと思っているので。
　やはり何かしら権利が侵されているということに対して、「何の権利が侵されているか」というところに立たないといけないなとちょっと思っていて。
　だから、「意思決定支援」というのを、当協会も書いているのですが、今更、意思決定支援と言われるのは、ものすごくしんどくて。
　もっと単純明快な話で、意思があるのは当たり前なのに、だから意思決定なんて当たり前にしてきているのですよ。
　だから、そこを今の若い職員さんに伝えられないのですよね。意思があるのだと、「当たり前やん」ということが伝わらないというのは、たぶん我々の年代が悪いのだなと思ってしまうのですね。伝え切れていない、こんなに楽しい仕事だったのに、何でこんなことになってしまったんだろうと思っているのですね。
　何で面白みを感じてくれない。面白みというのは笑う面白みではないのですが、何でこんないい仕事なのにということが伝わらなかったのか、もう理解できなくなってきているので、本当にどうしたらいいか。

○ＷＧ長
　たぶん今の言葉の中に出てきた、「いや。意思があるやん」というところが、見落とされているような気がします。一番シンプルな部分として、「いや。あるやん」と、絶対あるんだと。それをどれだけの人が、今、信じられているかというところですかね。
　実際、県で施設にアンケートをしたときでも、「意思疎通が困難な方に」とか、そういう場合にどうしたらいいんだというようなＱ＆Ａで挙がってくるのですよね。
　というか、もうその段階で、おそらく、「ないかもしれない」とか、「意思を出せない人がいるんだ」という前提に立ってしまっているというところはあるのだろうなと。
　だから、その方の意思能力の問題ではなくて、その意思を汲み取る能力のほうが、今、非常に混沌としているようなところもあるなと。
　でも、そこを立ち返らないとというか、実際、意思があるというのがわかっていたら、「自分と同じ人間だ」と言ったときに、果たして、その方にぞんざいな扱いをするのかという、一番シンプルなところに立ち返るほうがいいだろうなという気がしますね。それが、意思決定支援の根幹だろうかなと思うのですけれど。
　他、いかがでしょうか。大丈夫ですか。こういう進め方、コンサルテーションは決して終わるわけではない。むしろこれを発展させていくのだというような扱いですよね。
　では、このぐらいで、またお気づきの点があれば後ほどということで。
　それでは、次に、「地域生活支援拠点等の充実・強化」ということで、資料４になるのですか、現在の取組みと施策の方向性につきまして、説明をお願いしたいと思います。

○事務局
　では、資料４「地域生活支援拠点等の充実・強化について」をご説明します。
　第１回基盤整備促進ワーキンググループでもお伝えしたとおり、第７期大阪府障がい福祉計画では、目標として、「地域生活支援拠点の機能の充実」を位置づけており、令和８年度末までに、各市町村において、効果的な支援体制及び緊急時の連絡体制の構築、年１回以上運用状況を検証・検討することとしています。
　その上で、令和６年度の取組みとして、地域生活支援拠点等の市町村意見交換会を９月19日に実施しています。市町村の拠点担当職員や、拠点の機能を担う事業所を対象に、今年度は、堺市と岸和田市に拠点にかかる取組みを発表いただきました。
　堺市には、地域生活支援拠点等の全体的なお話や、拠点等を障がい福祉計画に位置付けるなどして整備されてきたプロセス、また、緊急時の受入れ・対応などの各機能において、市独自の事業として実施している取組みなどについてご発表いただきました。
　岸和田市には、障がい者自立支援協議会に地域生活支援拠点等の整備のための部会を設置されており、そこでの運用状況の検証・検討で出た課題として、拠点等の利用実績へつながりにくいことがあり、課題解消に向けて、事前登録にあたっての条件の緩和や、受入れの事業所の拡充といった、機能の充実のための取組みをされていることをご発表いただきました。
　また、大阪府の取組み状況の発表のなかで、今年度に実施した市町村アンケートの結果も報告しており、この資料にも添付していますので、後ほど説明いたします。
　意見交換会のグループワークでは、今年度のテーマとして、各機能の整備状況及び広域連携、地域生活支援拠点等コーディネーター、拠点等の運用状況の検証・検討について話し合ってもらいました。
　今回の意見交換会には、拠点の機能を担う事業所として、障がい者支援施設で拠点コーディネーターを担われている方も参加されており、第１回のワーキンググループでいただいたご意見を踏まえ、意見交換のなかで、入所施設としての地域生活支援拠点等の参画、拠点コーディネーターの役割などについても発表いただいています。
　次に、運用状況の検証・検討の推進・強化としては、未整備市町村への働きかけ、検証・検討状況の見える化の推進、意見交換会での好事例の横展開などを行っており、これらは、令和７年度も引き続き実施していく予定です。
　次のページからは、市町村アンケートの結果概要について掲載しています。項目が多いので、ここではポイントを絞って説明いたします。
　整備状況としては、令和６年４月に２市町が整備したことにより、41市町村が整備済みとなっています。未整備の２市町については、泉南市が令和７年度、忠岡町が令和８年度に整備予定となっています。
　次の３ページからは、各機能ごとに、「市町村独自で取組みを進めるための工夫」、「ほかの市町村と連携して広域的に取り組んでいること」、「連携による広域的な取組みが必要又は有効だと思う機能」、これらについての回答を主なものにまとめて記載しています。内容が多いので、少し抜粋しながら説明いたします。
　相談機能のところでは、２列目にある「ほかの市町村との連携による広域的な取組み」の欄に、圏域コーディネーター業務の共同設置であったり、その右の「必要又は有効だと思う機能」のところにも、拠点コーディネーターの情報共有が必要・有効ではないかという、意見交換会のテーマにもした拠点コーディネーターについての記載がありました。
　緊急時の受入れ・対応では、広域的に取り組んでいることとして、近隣自治体と合同で入所施設の１室を確保しているという回答があったり、「必要又は有効だと思う機能」として、強度行動障がいを有する方や医療的ケアが必要な方の緊急時の受入れ・対応、体験の場も含めて確保が困難であり広域的な調整が望まれるとの回答がありました。
　次の４ページに移ります。体験の機会・場としては、市町村独自の取組みとして、一人暮らし、単身生活の体験の支援や、施設入所者の地域生活移行を促進するという事業を実施しているという回答がありました。
　専門的人材の確保・養成等の機能については、研修の開催のほか、二つ目のポツの文章ですが、弁護士・司法書士など専門家相談を実施するなど、専門的な助言の体制をとっているという回答もありました。
　次の５ページに移ります。上の表は、大阪府の広域的な取組みが必要又は有効だと思う機能の回答になります。特に多かったのは、機能を担える専門的人材のための研修の開催が37と一番多くなっています。
　次の設問の問１－５では、拠点等の充実のための取組みとして実施又は検討されていることを聞いています。
　抜粋になりますが、二つ目のポツの文章ですが、「緊急時に誰がいつまで対応するのかという部分が明確であれば対応機関が対応しやすい」という声があり、今後、明確にできるように検討しているというものがあり、こういう役割が不明確であるという意見は、当日の意見交換のなかでも挙がっていました。
　次の設問の問１－６では、拠点等の役割にある地域移行の推進に向けて取り組んでいることを聞いています。
　一つ目の文章ですが、地域移行コーディネーターを基幹相談支援センターに配置し、関係機関との連絡調整や支援の助言・指導、普及啓発の推進などを実施しているとの回答がありました。
　また、三つ目の文章ですが、施設入所者リストを基幹相談支援センターと障がい福祉担当課で年２回作成し、地域移行者の検討を行っているという回答がありました。
　次の６ページに移ります。こちらは、拠点コーディネーターの配置についての設問となっています。
　令和６年４月１日時点で、13市町村が配置しており、また、配置をしていないという市町村でも、うち７自治体については、市町村職員がコーディネーターの役割を担っているとの回答でした。配置先を見ると、基幹相談支援センターへの配置が最も多くなっています。
　次の７ページに移ります。拠点コーディネーターの担っている業務としては、緊急事態に必要なサービスのコーディネートや相談等の支援、緊急事態における受入れの調整や医療機関への連絡等という、緊急時の受入れ・対応にかかる業務が多くなっており、施設や病院との連携体制の構築という地域移行推進にかかる業務は比較的少ない状況です。
　また、右側の表の拠点コーディネーターを配置した効果では、緊急時の受入れ・対応にかかる効果の回答も多くありますが、事業所同士の有機的・機動的連携につながっている、関係機関との連携に資する協議等で連携や議論が深まるなど、体制づくりにかかると言える効果も見られています。
　次の８ページに移ります。こちらでは、拠点コーディネーターを配置していない理由を聞いており、配置していない理由は、予算の確保が困難、コーディネーターを担える人材がいない、コーディネーターの役割がわかりにくいという回答が多く挙げられています。
　次の９ページに移ります。こちらでは、拠点コーディネーターの業務内容の課題を聞いており、多岐にわたる回答をいただいていますが、基幹相談支援センターや相談支援業務等との役割分担が難しいという趣旨の内容が多く挙げられていました。
　次の10ページからは、運用状況の検証・検討の設問となっています。
　令和５年度に整備済みの39市町村のうち、運用状況の検証・検討を行ったのは35自治体となります。
　次の11ページに移ります。こちらは、検証・検討において抽出された主な課題と、その課題に対する取組みについて整理したものを載せています。こちらも多いので抜粋したご説明となります。
　緊急時の受入れ・対応の欄のところで、五つ目のポツの文章ですが、課題として、事前登録の要件ではなかった障がい支援区分１～３や区分なしの方の緊急時対応が必要であること、在宅支援の体制づくりが課題として挙げられました。
　その課題に対する取組みとして、その右の文章につながっていくのですが、区分要件の見直しや、在宅スキームのチームをつくり緊急時のヘルパーの支援体制の整備を検討するという回答もありました。
　下の欄の専門的人材の確保・養成の欄では、ヘルパーなどの人材不足が課題として挙げられ、それに対する取組みとして、ヘルパー事業所連絡会やプロジェクトチームの立ち上げということについて、検討予定も含め書かれていました。
　次の12ページに移ります。拠点等の周知についても複数ありましたので、項目としてまとめており、啓発リーフレットの配布や広報誌・ホームページへの掲載などが、取組みとして書かれていました。
　こうした内容を見ても、運用状況の検証・検討を実施することにより、地域の具体的な課題を抽出し、その解決のための取組みにつながり、拠点等が充実・強化されていくと考えられます。
　次の13ページに移ります。こちらは、公表についてになります。
　大阪府としては、運用状況の検証・検討の結果の見える化も進めており、検証・検討を行った35自治体のうち、公表を行っているという回答は14自治体、そのうち、市町村や自立支援協議会のホームページで掲載しているのが７自治体となっています。
　以上が、アンケートの結果になります。

○ＷＧ長
　ありがとうございました。それでは、資料４の説明につきまして、ご意見やご質問等はございませんでしょうか。
　一応形としては、後、２市町だけになっているということで言えば、概ね順調でしょうね。お気づきの点はございませんか。

○委員
　まず取組み報告なのですけれども、こちらは先ほど事務局からもご説明がありましたように、事例というよりは、どう作っていったかというところです。
　どうしても当市の場合は、行政区は７区ございますので、その中でプロセスをどういう風に作っていくのかというところのご説明であったり、あと、当市の様々な会議でもご指摘をいただいているところ、例えば、周知であったり、あと、当市がよく言われるのは、緊急時に特化している拠点作りになっていないかということを、常々、様々な場面でご指摘をいただくので。
　とはいえ、こういった形でやっていることをご報告をさせていただいたという形になっています。
　実際に話をしていて、皆さまに、どこまで参考になったのかというところは、個人的には非常にわからなかったところもあるのですけれども、その後、私どもの係の者が、グループワークとかに参加させていただくと、そこのグループでは、結構、当市について「どうなっているんですか」みたいなご質問が多かったということを聞いておりますので、やはり参考にしていただいたのかなとは思っているところです。
　ただ、やはり拠点等というのは、本当に市の環境というのか、資源というのか、そういうようなところによって全然作り方が変わってくるかなと、人材も含めて変わってくるのかなと思うので、当市としても、今回、やはりもう少し力を入れていくというところで、令和７年度から、評価も含めた部会化を、今、ちょうど準備を進めているところでございます。
　まだまだ議論が拡散しておりますので、どういう方向性になるかはまだまだなのですが、そういったところで、こちらの方としても、評価というところも含めて、しっかりやっていきたいなと考えているところでございます。

○ＷＧ長
　ありがとうございました。他、どうでしょう。

○委員
　当協会でアンケートを採らせてもらっていて、地域生活支援拠点事業というのは、基本、入所施設が入らないといけないと、私は元々思っているのですけれど、アンケートの結果を見ると、惨憺たるもので、あまり参画もない、意識もない。
　言われるのが、「出て行ったとして、何をやっているかわからない」みたいな、自由記述を見ていても、話題になることもないみたいなことが出てきているので、やはりここの部分は非常に問題だなと。
　やはり拠点というのは、基本、今、言われたように、緊急の部分というのは、当然大事な部分ではあるのですけれど。
　本当に地域の生活、自立支援協議会と共同となってやらないといけないものという意識を持っていないとできないだろうなと、元々思っているのですが、そこの部分が、まだまだ全体的に弱いなと。
　それで、この会議に出ていただいていた方というのは、たぶん市町村の職員さんがほとんどで、いくつかの拠点の方が来られているという感じですか、どうでしょう。

○事務局
　今回、拠点の意見交換会は、まず、市町村の拠点の担当者さん、あと、拠点に実際に関わっている事業所ということで、基幹相談支援センターであったり、入所施設の方もお見えになっていました。
○委員
　だから、来ているところはたぶんいいのですよね。いつもそうなのですが、アンケートに答えてくれるところはいいし、来ているところはできているのですよね。だから、こういう結果になるのだろうと、グループホームもこういう結果になるのだろうなと思うのですね。
　この日に32市町村しか来ていないということは、来ていないところがありますよね。来ていないところは、たぶん興味すらないのですよね。来ないといけないと思わないということが、非常に、本当に問題だと思うのです。
　だって、その地域で何とかしないといけないと思っていたら、是が非でも来て、情報を得たいと思うのが当たり前だと、私は思っているので、来られていないところは非常に問題。
　だから、アンケートもそうなのですが、答えてくれているところの意見というのは、確かに大事なのですが、「答えてくれていないところは何を考えておられるのだろう」と、やはり思ってしまう。
　そこに全ての問題というのが集約していくのだなと。そこに興味がなかったりとか、関心がなかったら、底上げしたいなんて思いもしないだろうしということになってくるので、ここの部分、特に地域生活支援拠点等とか基幹相談支援センターとかという話は、地域でどれだけ醸成させていくかということは、たぶん本当に必死になってやらないといけないところに来ているのかなと思ったりしています。

○ＷＧ長
　本当は、どこでボタンの掛け違いが起きたのかはわからないですけれど。施設というのは、やはり地域の貴重な資源なのですよね。
　それが、例えば「地域移行」と言ったときに、施設から地域へと言うと、「それなら別物か」とか、施設にしたら、言葉は悪いですが、その出始めの時に、はじかれた的な思いがあるところも、正直あるのかなと。それで今さら、その施設を、と言ってみてもみたいな。
　でも、ずっと掛け違いのまま放置していたのでは、地域生活支援拠点等の整備というのは進まないし、何を置いても、やはり緊急時の受入れで、施設がどっしりとそこで構えていてくれることほど、安心な材料はないというようなところは、もちろん市町、あるいは大阪府としても、ことあるごとに、施設の方々に呼び掛けないといけないでしょうけれども。
　まずは、協会の中でも、しんどいでしょうけれど、「施設って、地域でなくてはならない存在だ、わかっているか」というのは、お話し合いいただいてというようなところは、もうこれは絶やしたらいけないと思うのですよね。
　たぶん少なからず、「いや、何だ」みたいなところが、だから、たぶんこの拠点等にも、あまり関心がない。もっと言えば、自立支援協議会にすら入っていない施設もあると。
それは、もう別に施設がというよりも、市町が呼び掛けていないみたいなところもあるのではないかというところは、きちんと仕切り直しをしていかなかったら、これは貴重な財産ですからね。
　もっと言えば、大阪府の自立支援協議会の中でまとめた報告書の中に、施設は緊急時の生活支援機能と、すごく大事なものがあるのに、この三つの柱のうちの一つをしないというと、「それなら、１ですか、３ですか」という、「本当にやっているんですか」という風に、施設自身も問われるのですよというようなところを、わかっておいてもらった方がいいだろうね。
　あと、そうですね、アンケートの中で、複数の市での連携というか、地域生活支援拠点同士の連携というのは、結構キーになるというか、小さな規模だったら、そこだけで自己完結ができないという場合に、どうしていくのだというのは、引き続いて意見交換会とかをしてもらえればと思うのですよね。
　たぶん大きい市だったら、あれでしょ、保健福祉圏域というのは、基本的に政令市は、その政令市だけで完結しますよね。
　それ以外が複数の市町でというときに、大きい市だったらそこでいけるのだけれど、そうではないところが、どうやって連携をしていくかというときに、あれですか、大阪府の場合だったら、町が少なくなってしまっているから、各圏域の福祉事務所というか、保健福祉事務所というのですか、そこら辺は、ほぼこういう役割は担わないというか、府庁が、中央が各圏域のサポートまでされているみたいなところはあるのですか。

○事務局
　そうですね。施策によって、生活保護の圏域だったら福祉事務所とかになりますし、障がい福祉サービスとか、いろいろな圏域で、それぞれの施策によっては、府が支援をしていくという言い方が正しいのかわからないですが。

○ＷＧ長
　そうですね。生活保護と、児童福祉と、母子福祉というのは、福祉三法は都道府県の仕事という形になっていますでしょうけれど。
このあたりは、おそらく圏域のところでは担いきれないというか、本来の守備範囲と違うということからいうと、本当は連携がほしいのだけれども、「市町同士で連携をつくってくださいよ」というところが実態ですか。

○事務局
　町の会議とかに出させてもらっていると、例えば、ある町とかですと、そこの入所施設だけではかばいきれない部分を、近隣町の資源をお借りして連携していくということに関しては、町同士の話し合いとか、自立支援協議会の中でされているところが、拠点等に関しては、もうほとんどではないかと思います。


○ＷＧ長
　そんなのを促していってあげるといいかもしれないですね。直接、府が乗り出すわけではないけれども、「一緒にやってあげたら」みたいな。

○事務局
　そうですね。拠点等に関しては、やはり市町村が主体にはなってくるので、ただ市町の町になってくると、やはり資源がないと。面的整備とかを進めていく中でも、資源がない中でどうしていくのだというところは、やはり課題として持っている市町村などは、隣接している市と連携して、協力して、緊急時の受入れをするとか、そういった工夫をしているところもありますので、こういったところは府としても、広域的に連携しているという事例などは出していこうかと、去年から取り組んではいます。

○ＷＧ長
　それは、ぜひ好事例という形で、どんどん紹介してあげて、「ここの町ではなかったけれど、隣のところで緊急受入ができたよ」というのは、きっと好事例になると思いますね。

○事務局
　ありがとうございます。それも横展開というか、どうしても資源があっても、どう対応していくのかと、たぶん市町村も課題になっていると思いますので、そういった事例とかをどんどん出していって、この意見交換会は来年度も実施していきますので、拠点等について、きちんと市町村が向き合っていけるように働きかけをしながら、出席していただけるように工夫をしていきたいと思います。

○ＷＧ長
　他、いかがですか。

○委員
　ご利用者は住む場所を選べないのですよね。だから、拠点等とか何でも同じなのですが、ここに住んでいてこれがない、でも、他市に行ったらある、この町だったらない。これは大変なことなので、こういうことを、やはり広域行政で考えてもらわないといけない部分かなというのと、今の生活福祉の話で、うちのご利用者で、ある市では、もう本当に手持ちのお金がないので、生活保護の申請をすると、「１級年金が出ているから、何とか頑張ってください」と言われるのです。
　ちょっと北の方の別の市では、「いやいや。そんなのはすぐ出ますよ」みたいになるのですね。
　そうなると、「これってどうなの」と、僕は、ある市と大げんかをしたのですけれど、「おかしいでしょ」と。１級年金は同じなのに「ここでは出ないけれど、ここでは出ます」と言われると、生活が変わってしまうのですね。
　大阪府で住んでいる、日本国に住んでいるわけです。そこで、それだけで日頃の生活が変わるなんていうのは、どう考えてもおかしいのですよね。持っているお金は、本当に同じぐらいしかないのです。手持ちのお金なんて、毎回ぎりぎりで、１か月怠納とかしながら生活をされている方がおられるのです。一生懸命お金を貯めて生活をしているのに、「すぐですよ」と言われると、「どういうことなんだろう」となるのですが、これってどうなのでしょう。ここで言っても駄目なのですけれど。でも、こういう現実、これっておかしくないかなと、ずっと思っているのですけれど。

○委員
　めちゃくちゃあります。住所地特例だったら、援護市と住居地がちょっと言い合いをするのです。こっちで受けてくれ、こっちで受けてくれと。

○事務局
　ただ、他市で出ましたよという情報は、こちらが把握して横展開をするという会議の場所は、府にはあるはずですので。絶対におかしいので、やはりみんなが知るということは大事かなと思います。

○委員
　「１級年金が出たら生活保護は出ません」と言われたら、それは「わかりました」と言うのですけれど。他の市は出ているのですよ。「すぐ出ます」と言われたら、「そんなばかな」と。住宅補助の額が違ったりとか、いろいろあるので、いろいろあるのはわかりますけれど。

○ＷＧ長
　その説明をしてあげるべきですよね。だから、法定受託事務である以上、厚生労働大臣の定めた基準に足らなかったら、当然、出すべきというのは当たり前の話で。
　それが、今の説明というと、「１級年金イコール出ない」という、そんなことはどこにも書いていないものが根拠になって、相手に説明したというのが、もし、それが事実だったら、それは不適切でしょというか、あくまで生活の最低基準と比較してこうだという説明をきちんとしてあげないといけないですよね。

○委員
　住んでいるところは同じグループホームなのですけれどね。援護市が違うだけなので。


○ＷＧ長
　でもまあ、やはり生活の基盤になるというと資力というようなことを考えると、本来の地域生活支援拠点等という、物理的な部分だけではなくて、経済的な要因とか、そういった部分を含めて協議をする場というか、それを検討していく場というようなところは、例えば、自立支援協議会なのか、どこかで、きちんとしておくべきところではあるのでしょうね。そういう意見を出していただいて、地域で話をするというようなところは大事かなと思いますね。

○事務局
　障がいサービスでも、「65歳以上の方はグループホームは使えません」と言い切る市とかがあるので。それは、ちょっとおかしいので、「やはりそれは違いますよね」という確認が必要と感じます。担当者レベルの見解みたいなところも起こりがちなので、やはりおかしいなということは共有していかないといけないし、明確な基準は絶対あるはずですので。

○ＷＧ長
　これは、どこの都道府県でも話題になっていますよ。各市町の支給決定基準ががたがたで。　ひどい場合には、要介護認定がいくら以上でないと、例えば、高齢障がいなどで、上乗せサービスは不可で、「そういう一律な決め方は駄目でしょ」と、厚生労働省は出しているのに、他県でも平気でそういうのをまだ使い続けていたりとかというのはありますよね。でも、県なり府は、もう技術的助言しかできないでしょ。

○事務局
　そうです。ちょっと担当課ではないのですが、おそらく市町村で支給決定の基準というのは、府としては、その障がい者の実態に合わせて、65歳以上の切れ目であっても、必ずその人に合ったサービスをということで指導はしていると思いますけれども。
　おっしゃったように、市町村がどのようにしているかという実態は、なかなか伴っていないのかもしれないとは思います。

○事務局
　担当者が知らないというのが結構あるので。

○委員
　いやいや。知っていて言っていますよ。めちゃめちゃですから、もうどれだけけんかをしないといけないか。


○委員
　ガイドヘルパーとか市町村事業になると、特にね。65歳になった途端に、もう使えませんとか、支給できませんとか。

○ＷＧ長
　他県では、そういう場合には積極的に「審査請求をしなさい」とは言っています。
　それで結論としては、棄却というのか、申請人の申出をはねる場合は棄却と言うのですか、申請人は負けます。いわゆる市町村が支給決定基準に則って「○・×」を出したことについては、市町村が勝ちというような判断にはなります。
　ただ、僕は、そこにもちょっと入っているのですが、必ず付帯意見は付けています。こういう画一的な運用であるというのはふさわしくないとかという、つまり基準そのものには乗っかっているけれども、その基準そのものがおかしいのですよというような意見は付けて、変革を促すようにはしていますけれど。はい。
　ちょっとあれになりましたが、このぐらいにしておきましょうか。

○委員
　すみません、ちょっと。施設が政令市内にあるもので、この市町村数は、市で１ですよね。実際市内には24区あって、それぞれの区で地域生活支援拠点等を、区ごとの基幹相談を通じてというか、連携して登録してくださいという通知は確かに来ていました。
うちも、その話は、同じような施設の方で、先ほど施設というのもあったので、正直言いまして、施設間のそういう協議会で、この話もしておりますが、実態は様子を見ているような感じで。
確かに区ごとにかなり、ありますよね。だから、今回、やっと入所待機者の実態調査を今年度はやってくれたけれど、前年度は数字もまとめられなかったと。
　それで先程からおっしゃっているような申請とかそんなことも、確かにかなり違いはあるのですよね。だから、ちょっとまとめにくいなというところと、こういう話になったら、市内の施設は、ちょっと小さくなってしまうところもあるのですけれど。
　やはり市で一つで、１市町村ということで、本局がまとめているのですか、この地域生活支援拠点等や待機者実態調査についての数字とかは。

○事務局
　この調査に関しては、必ず市の障がい福祉の担当課にさせていただいていて、そこから、待機者調査とかであれば、おそらく各区に問い合わせをして、それを集約して、市から大阪府にくださるという形になっていると思います。
　拠点等も、各区に拠点等があると思いますので、拠点等は１市とはしていますが、市の本庁からの回答という形で集約はしていただいています。
○ＷＧ長
　政令市の場合、難しいだろうなと思いますが、これも、結果的には市町村が、自分の部分をどう考えるかですよね。
　例えば、小さな町で１個だけで地域生活支援拠点を持つべきかどうかというのは、そこの判断になるでしょうし、逆に、めちゃめちゃ大きい政令市だったら、本当に１箇所をぽんと面的整備するだけで十分かというと、そうではないなというときに、ブランチを作っていくとか、そういうような設計図を描かれるとかというのは、あってしかるべきかなと。
　一番厄介なのは、ひょっとしたら、中核市ぐらいかもしれないですね。別に区制をひいているわけではなく、１個だけぽんと作って、それでその市域内の50万人の方々の地域生活支援拠点たるべきかというと、実質機能していないようなところもあるかもしれないし、その意味では、本当に向き合い方が問われているのだろうなと思いますね。
　そこに対して、府は、どういう技術的な助言ができるのかというようなところで、よく自立支援協議会というと、毎年度報告がありますけれど、アドバイザーが行ったりしているとか、ああいうような役割を、府が担っていってあげると、多少は前に行くところもあるのではないかなと思いますよね。そうですか、市でも、そんな、いろいろあるのですね。
　そうしたら、お時間もありますので、資料４はこのぐらいにして、冒頭でありましたが、ここで検討した項目で、２月にぱんと走るという形なので、入所施設利用者の意向調査の項目ですか、この部分を中心に議論してまいりたいと思うので、まずは、事務局からご説明をお願いできますか。

○事務局
　それでは資料５「入所施設利用者への意向調査」についてご説明します。
　この調査は、先述したとおり、入所施設からの地域生活移行については、施設入所者の意向に基づいて地域移行の支援を実施することが重要であることから、施設入所者の暮らしに関する意向調査を定期的に実施し、地域生活への移行を推進するうえでの基礎資料とするものです。
　府内の障がい者支援施設入所者及び事業者を対象としており、施設に調査票を送付し、２月から３月の期間で本人への意向確認を行ってもらい、その回答を集約して施設から提出していただく予定としています。
　調査項目は全20問あり、この後、各項目について説明させていただきます。
　調査ポイントにありますが、本人への確認方法は、本人独自のコミュニケーションでやりとりする場合も含みます。
　また、調査項目に、地域生活移行が可能か難しいかを支援者への設問として聞くものがありますが、これは、単純にサービス事業所の空きがないという場合は「可能」と考え、サービス事業所はあっても、本人に必要な支援などが受けられる見込みが少ない場合は「難しい」という判断をすることとしています。
　本人の意向と地域生活移行の可能性の判断をもとに、今後、必要な支援についてＡからＦの六つに区分します。
　それでは、次のページに移りまして、各調査項目についてご説明します。
　問１から問６は、事業所職員への質問で、入所者ご本人の性別、年齢、障がい支援区分等の基本情報を聞く項目になります。
　問６で援護の実施者を聞き、大阪府外の市町村が援護の実施者である場合は、本調査はここまでとなります。
　大阪府内市町村が援護の実施者である場合は、入所者ご本人への質問へ進みます。それが、下段からになります。
　問７で暮らしたい場所を聞き、引き続き今の施設で暮らしたいと回答された場合は、問８、問９へと進み、いずれは今の施設とは違うところで暮らしたいと回答された場合は、問９、問10へ進みます。
　今の施設で暮らしたいと回答された場合は、問８で今の施設で暮らしたい理由を聞きます。
　問９では、今の施設と同じ暮らしができるならば、どちらで暮らしたいかということを聞き、ここで、今の施設とは違うところで暮らしたいと回答された場合は、問10、問11へ進みます。
　なので、問10と問11は、問７や問９で今の施設とは違うところで暮らしたいと回答された場合の設問で、問10でどこで暮らしたいか、問11では昼間は何がしたいかを聞きます。
　ここまでが、入所者ご本人への質問になります。
　次のページの問12からは、サービス管理責任者又は入所者ご本人をよく知る支援者への質問で、まず、ご本人は地域生活移行が可能かどうかを聞き、可能と回答された場合は、問13で可能であるが現在入所している理由、問14でどんな支援があればより地域生活移行が進むかを聞きます。
　問12で地域生活移行が難しいと回答された場合は、問15で難しいと判断した理由、問16でどのような支援や環境があれば地域生活が可能となるかを聞きます。
　入所者お一人ずつについての質問はここまでになります。
　次のページの問17からは、事業所の管理者への質問として、事業所の定員と実員、地域生活移行に関する課題、地域生活移行への取組みとして有効と思われるものを聞きます。
　また、問20では、令和５年３月に大阪府障がい者自立支援協議会より発出された報告書において示された、「今日的に障がい者支援施設が備えるべき三つの機能」についての質問となり、事業所において各機能にあたる取組みがあれば記述してもらいます。
　こちらは、今後、障がい者支援施設が三つの機能を担うために、具体的にどのような取組みを進めることが考えられるのか、それに向けて大阪府は何をすべきかを検討するための項目として、今回、入れています。以上になります。
○ＷＧ長
　ありがとうございました。これは確認ですが、３年前にも、ほぼ同様の調査はされているというか、今年度に新たに設定された項目とかというのはあったりしますか。

○事務局
　こちらが６年前。平成29年のものをベースにつくったものになります。

○ＷＧ長
　なるほど。そうしたら、項目としては、比較はある程度可能な項目もあるということですよね、６年前と比較して。わかりました。他、いかがですか。ある程度突っ込んでおられるというか、本音というか、その部分も引き出せるような形かなとは思いますけれども。これは、実際施設で答えるわけですから。

○委員
　項目のことではないのですが、まずデータで送付されて、これでしたら、大きくご本人さん、担当者かサービス管理責任者の方へということで、そこは一つでわかるのですけれど。
　管理者は、まとめを一つ書いたらいいと思うのですが、どのようなデータで来るのか、また、どのように回答内容を集約するのか、６年前というのがちょっと記憶がないのですけれど。


○事務局
　想定しているのは、データはメールでお送りして、それにご本人さんとかにお示しできるような調査票のようなものを添付しており、それを示しながら、ご本人さんに確認していただくような調査票を添付としてお送りするのですけれども、最終的に、ご回答はエクセルで、お一人が横一列に、ご本人がその質問にどう回答したかみたいなのを入力していくような、総括表のようなエクセルに、皆さんのご回答を集約した形で入力していただいて、お送りいただくというようなことをイメージしています。

○委員
　わかりました。もう一点いいですか。調査のポイントの二つ目のところなのですが、「地域生活移行が可能か難しいかの判断は、単純にサービス事業所の空きがない場合は「可能とし」というところ、ちょっと理解不足で申し訳ありません。例えば、市のどこどこのグループホームに私は行きたいのだけれど、そこが空いていないから、そこを逆に待っているような感じで、だから、この方は地域移行は可能と判断するのか。でも、そういう意思もしっかりと持っておられたら可能ではないのかなと思ったりしてとか。
　その次のところの結果区分に反映するために、このようなポイントになっているのかなとか、ちょっと混乱しているのですけれど。これは、たぶん他の方も、「あれ？どういう意味かな」と思われるのかなとちょっと感じました。

○事務局
　おっしゃったように、Ａさんは地域生活移行は可能だなということで、例えば、ご本人の所在する地域への地域移行とかを検討されたときに、単純に空きがない、そこにグループホームで空いているところがないとなれば、本来は可能なものとして「可能」とご判断いただくという考え方にしています。

○ＷＧ長
　ここは、シンプルに地域生活が可能かどうかだけを、一切の要素は加味せずに判断していただきたいという意図だと思うのですね。
　可能なのだけれど、どこも満員だとか、行きたいところが満員だというのは、可能だけれど、現実的にできていないという整理を、まずここでしましょうということだろうと思うのですね。

○委員
　回答内容には調査結果区分も書くようになるのですね。最後かどこかに入れる。利用者さんの、必要な支援について区分というのを。

○ＷＧ長
　たぶんこのＡからＦというのは、府で集計したときに、Ａに何人、Ｂに何人とか、何割とかというような出し方でしょうね。

○事務局
　すみません。説明が足りなくて。この調査結果区分というのは、あくまでも、このアンケート調査をさせていただいた後に集約をしている結果になりますので、事業者の方で支援者の質問として、「地域生活は可能ですか」と聞いたときには、この判断で可能かどうかというのを判断してくださいというお願いです。ただ、地域生活が移行可能かどうかとなったときに、どう判断するのかというのが出てくると、どちらにも回答できるような形になるので、ここでは、単純に資源がないですとかという場合は、地域生活は可能としてください、だけど、そうではなくて、見込みがないとか、難しいなというときには、もう難しいという判断をしていただければ、どちらかを選んでいただければいいという項目になります。
　そのうえで、問12のなかで、可能・難しいというところから、問13、問14、問15、問16というところで、具体的にそれがどういった理由なのかということをお聞きするというような、まず、地域生活移行が可能ですかどうですかという判断のところでの注釈と考えていただければ結構です。

○ＷＧ長
　このポイントのところはあれですね、エクセルなんかで、問12を答えていただくときに、四角囲いで横に出しておいて、「あくまでこう答えてください」としておいてあげた方がいいかもしれないですね。

○事務局
　はい。ありがとうございます。その点は工夫したいと思います。

○ＷＧ長
　他、いかがですか。

○委員
　不勉強なので申し訳ないのですけれど。前回の６年前の結果というのは、どこかに公表されているのですか。ホームページか何かに出ていますよね、出ているのですか。

○事務局
　はい。調査結果は出しています。

○委員
　出ているとして、当然、期待値というのがあると思うのですね、今回、これをやるにあたって。当然上がっているだろうというか、「可能である」というのが増えてほしいなという意思を持っているのかどうかみたいなのはあるのですけれど。
　先程からちょっと気になっているのですが、今、入所施設は出したくないのですよね、あんまりね。私も、元々入所施設の施設長ですから。
　そのとき、この項目で可能か難しいかという、その判定の部分というのは、施設長なり管理者、例えば、本人の担当者が判断しますよね、たぶんそうだと思うのです。ほぼ管理者がするか、サービス管理責任者がするかなとは思うのですけれど。管理者、サービス管理責任者がやるというときに、この結果って、どう出るんだろうと、「本当に可能というふうに出るのかな？」と思われませんか。

○ＷＧ長
　これ今、期待値で上がっているだろうというご意見がありましたけれど、大阪府として、あるいは市としても、必ずしもその期待はしていない可能性はあるかなと思うのです。
　理由として、毎年、地域生活移行の目標値を掲げて、それに対して何パーセントというのが伸び悩んでいる。その理由として、重度化があり、もう一つが高齢化があるという部分が、府としても、毎年分析はされているので。
　仮にですが、６年前に比べて、問１とか問２の属性のところで、平均年齢がぐっと上がってきている。逆にいうと、それは出られていないという証拠なのですが、そういう部分を含めて、あるいは障がい支援区分も含めて、６年前より上がっている。
　結果として、Ａ・Ｂ・Ｃの区分けのラインにある人たちが、割合として横ばいだというのも、これはこれできちんとした結果だと思うのですね。
　それの理由として、重度化や、それがあるとなったら、施設に対してそういう手当をしていかないといけないとかというのが、障がい福祉計画の中で議論されるというか。
　だから、やはり怖いのは、「もう、ストレートに答えてください」というところだと思うのです。それでも、忖度して回答をしていく場合には、ボロが出るという言い方はあれですけれども、おそらく問15・問16であぶり出せるのではないかという気がするのですよ。
　「難しい」と言っておきながら、問15・問16の答えが不明確だったら、便宜上はＤ・Ｅ・Ｆに該当するけれども、Ｆとか、あるいはあまり理由が明確でない「難しい」という部分が、これだけあるというのは、そこはストレートに分析した結果を出されたらいいのではないかなという気はするのですよ。
　だから、施設が回答するときに、「難しい」という場合には、問15・問16のようなところを、きちんと例示して答えてくださいというところに、もうそこは後は期待するしかないなと。

○委員
　地域の状況というのは、６年前から考えるとめちゃめちゃ増えていて、高齢の方も受けますみたいなところが結構増えているので、この辺が、どういう風に働くのかなみたいな、障がいではなくて、高齢の方でも受けますよというところが、今、めちゃめちゃ増えているので、どうなんだろうなと。
　それを、「出られますよ」と、地域移行と言うのかどうかというのは、すごい難しい問題だなと今思ったりもしたので。
　でも項目は、別にこれ以上、何も足したりとか、僕も浮かばないので。

○委員
　私も一番引っかかったのが、「可能」か「難しい」だったのです。やはり主観で捉えてしまったら。きちんと項目の観点例みたいなのを見て答えてくれれば、理解していいと思うのですけれど。
　単純に、地域移行が進まない。先程委員からも「出したくない」ということで仮定するならば「難しい」という項目が増えてしまったら、どうなのかなというのと、怖いのは、主観で捉えておられるとかというのが私もどうかなと思って、いただいた資料を見せてもらったのですが、意見として、問12をなくして、問13から問16まで、普通にどの人に対しても答えてもらってもいいのではないかと、思います。

○ＷＧ長
　これはどうしましょう。問12をなくすと、今度、たぶん問13、問14、問15、問16のなかで、問い方がだいぶ変わってくる可能性がありますからね。そうですね、そういう懸念は確かにあるものの、この後の区分というところを分析していくときに、問13・問14というのが、難しいけれど、こういう答えをしたのかというところが、ちょっと見えにくくなるのだろうなというのが一つ。
　それで、たぶんこういう基準がない答えというのは、いつやっても絶対忖度した回答は混入してくるというのは、これは、もう事実だと思います。
　それが、たぶん数的調査で、ある意味、薄められるメリットにもなるかなと。全部が忖度されたら、もう力一杯調査結果は歪むのですけれど。50とか100とかが集まってくると、ストレートに回答してくるところもあって、しかも、６年前と比べていったりもできるので、ここをあまり詰め過ぎてしまうと、忖度するだろうという割合が多くなるだろうという形でやっていくと、たぶんないほうがいいのかなという気はするのですが、何となく混ざるだろうなという気はします。
　そういう意見があったということも含めて、大阪府として「でも前のときとの比較からいうと、この区分の変化というのを見たいんだ」となったら、もうこのまま残したらいいだろうという判断で、これは、もう事務局にお任せしましょうか、はい。
　他、いかがですか。そんなに、こうだと言う部分はないかと思うのですけれど。
　この発達障がいというのは、やはり精神障がいで答えていただくのですか。問４で、身体、知的、精神で高次脳機能以外か高次脳機能かというのがありますが、法律上はよく「精神障がい（発達障がいも含む）」になりますが、発達障がいの方は、どうしましょう。注で何か加えますか。また事務局の中でご検討いただけますか。
　大阪府の場合、発達障がいは療育手帳を出しておられる、それとも、精神保健福祉手帳を出している？

○事務局
　精神保健福祉手帳です。

○ＷＧ長
　やはり都道府県によって違うのですね。某県は、もう療育手帳を出してしまっていますよ。
　では、大筋は、これで、あと細かな文字修正程度を最終確認していただいたうえで、２月にこれで進めていただけますか。
○事務局
　今、ご意見いただいたものを精査しまして、大阪府で最終として調査させていただきたいと思います。
　それと、補足ですけれども、先程提言の中で、施設の機能を知っていただかなければいけないというところで、問20で、大阪府障がい者自立支援協議会の報告書の「今日的に障がい支援施設が備えるべき三つの機能」ということを、今回、新たに追加しています。
　この意図は、施設が備えていく機能というのが三つありますよということは提言でいただきましたが、これが、施設に伝わっているのかどうかというところもありまして、この項目を付けています。
　さらに各機能の説明をして、今後、施設がどのような役割を担っているのかというところは、府としても把握していかなければいけないかと思っていますので、その少し前の段階として、それぞれにこういった「集中支援機能、生活支援機能、緊急時生活支援機能」というところが、取組みがされているのか、まず知っておられるのか、こういった取組みに近しいことをされているのかということで、今回、問20を追加していますので、少し補足させていただきます。

○ＷＧ長
　これ、怖い結果になるかもしれないですね。「やっていません」と。

○委員
　一点だけいいですか。12月の終わりに、障がい者支援施設部会の施設長会に出たのですね。もう話せる雰囲気ではなかったです。
　やはりそんな雰囲気は、まだまだ醸成できていないというのは、もう明らかです。これは当協会が言っていくわけにはいかないので、「行政が言われているよ」みたいな形で言っていかないと、浸透しにくいなというのは思います。なので、たくさん何かで出していただくほうがいいなと思います。

○ＷＧ長
　それでは、いったんこれで。あと細かなところは、事務局に一任させていただきますね。
　では、「その他」ということですが、前回の大阪府障がい者自立支援協議会で、委員様から、グループホームから施設にという、何でそんなことがというような意見があったということですよね。これについて、まず事務局から説明いただけますでしょうか。

○事務局
　資料としては細かいところはないのですけれども。「その他」として２点あります、
　１点目が、おっしゃっていただいたことで、皆さまにご意見をいただきたいことがあります。
　今年度の10月に開催した大阪府障がい者自立支援協議会にて、令和５年度の施設入所の待機者に関する実態調査の結果を報告した際、委員より「待機者の現在の居所として、グループホームに入居されている方で施設入所を待機している方とはどういう状況か」といったご質問がありました。
　待機者調査の結果からは、グループホームに入居されている方の傾向を掘り下げるのは難しいのですが、市町村に聞き取ったところ、グループホームに入居したご本人が、行動障がいの状態にある方などで、ご家族としては、いつまでグループホームで入居継続できるかという不安もあり、何かあったときのために施設入所の待機をしている方もいらっしゃるとのお話も聞いています。
　「グループホームに入居されている方で施設入所を待機している方」の状況について、こういうご意見も出ましたので、ご存知であったり、何かご意見などをお聞きできればと思っています。

○ＷＧ長
　皆さま方で、聞き及んでいる範囲でですが、グループホームから再び施設へとか、あるいは施設を待っているとかというのは、今、府の説明以外にどんなことがあったりしますか、あるいは府の説明そのものズバリでしょうか。聞き及んでいる範囲で結構ですが、いかがですか。

○委員
　あくまで当市でという形になるかなと思うのですけれども。今回の調査をされた、もちろん当市内でも中身を分析させていただいているのですけれども。
　グループホームでも生活をしているけれども、やはり最終的には入所したいという方もいらっしゃれば、そもそも入所エントリーをしていたことを忘れていた、今の生活が安定しているのでエントリーをしたのを忘れていたという方もいらっしゃいますし、今は良いのだけれど、10年後、20年後、特に親御さんの希望が多いのですが、自分が亡くなった後に、もしかしたら施設に入るかもわからないので、今はすごく安定しているのだけれども残してほしいという方の意見が多いという形で、当市としては結果は出ております。これは、全体かどうかわからないのですが、当市はそういう傾向が多かったかなと思います。

○ＷＧ長
　いや、それは他でもほぼ共通するところではないかと思います。
　他、こんな理由でとか、何かございませんでしょうか。


○委員
　今、グループホームからの施設待機者の方はおられないです。ただ１例だけ、数年前にグループホームから入所された方がおられます。
　そのケースは、確かグループホームでの入浴ができないということなのですが、生活介護で昼間、お風呂に行けるのではないかということですが、確かにかなり重度なので、そこの生活介護の浴槽では対応がちょっと難しいと。
　うちは、機械浴がありますので、それで今は対応させていただくような感じで入浴していただいております。一番は入浴でした。

○ＷＧ長
　そうなってくると身体的な介護とか、あるいは医療的な部分であるとか、そういった部分が、「再び」というようなところの引き金になっているのでしょうかね。イコール加齢という部分とつながってくるのかな。それで、親亡き後というのがそれにかぶってくるという。

○委員
　たぶん今と同じなのですが、グループホームにおられて入所に戻られるケースは、うちもあるのですけれど、やはり24時間体制があるという安心感というのは入所にある。グループホームも24時間はあるのですが、やはり地域の方が近隣におられて、クレームがくる、夜中に騒いでいるとかというのが、うちは１ケースありました。
　それと、ダウン症の方なのですが、だんだん目が見えなくなってきているので、今はグループホームにおられますが、お母さまとしては、もう目が見えなくなったら入所に入れてほしいなみたいなご意見はお聞きしていますので、それは対応しないといけないかなみたいなことを聞くことはあります。
　だから、やはり24時間の安心というのが、グループホームよりも入所施設のほうがあるという思い込みも多分にあると思うのですが、やはりグループホームは、夜間は職員が１人しかいませんので、そういうのがあるのかなと思います。

○ＷＧ長
　だから、これも、いざというときとか、そういう部分はだいぶ背景にあるでしょうね。僕、ちょっと不勉強なのですが、大昔というのは、グループホームを建てようとしたら、バックアップ施設を持っておかないと認可しませんよというか、認めませんよという時代があったと思うのですが。
　今はそんな要件は全然なくて、書類上揃っていれば、指定を下ろしてしまう。バックアップというのは特に求めていないわけですかね。
　だから、たぶん昔は、グループホームがあっても、きちんと連携するところがあったと思うのですが、それを無しにグループホームを建てていくとなると、それは、そんな不安とか、あるいはそこで支援ができない、「どうしてくれる」みたいなので、「やっぱり施設が」というのはあり得ますよね。
　だから、それも、地域生活支援拠点というか、面的整備のなかに組み込んでいくというか、そうでないと孤立したグループホームでは、「この流れは止められませんよ」的な部分が、何かどこかに出てくるといいでしょうね。
　他、何か聞き及んでいる意見は大丈夫ですか。もし、また気がついたら、事務局にお寄せいただければと思います。
　「その他」で、今の話はそのぐらいですが、他、府として特に何かございますか。

○事務局
　２点目は、今後のスケジュールを簡単にご説明させていただきます。
　資料１のスケジュールでもお示ししたように、入所施設利用者への意向調査については、本日のご意見も踏まえ、近日中に発出します。
　その他の施策等については、本日いただいたご意見も踏まえながら、今後の施策に反映させていきます。
　また、第１回及び本日の第２回ワーキンググループでご議論いただいた内容は、３月開催予定の地域支援推進部会及び自立支援協議会にて報告を予定しています。以上です。

○ＷＧ長
　ありがとうございました。３月は、いろいろな部会、それから全体会等でバタバタしますが、よろしくお願いします。
　それでは、議題は以上で終了しましたので、進行を事務局のほうにお返しします。

○事務局
　谷口ワーキンググループ長、ありがとうございました。
　委員の皆様には活発なご議論をいただきまして、誠にありがとうございました。
　本日のご議論でいただいた意見を整理し、今後の施策等に反映していきたいと考えております。
　以上をもちまして、「令和６年度大阪府障がい者自立支援協議会　地域支援推進部会　第２回基盤整備促進ワーキンググループ」を閉会いたします。本日はありがとうございました。
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